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  地域包括ケアシステム推進リーダー取得要件の変更についてのご案内 

 

 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。新潟県理学療法士会の会員の皆様におかれまして

は、平素より当士会活動にご理解とご協力頂き、心より感謝申し上げます。  

さて、この度、新生涯学習制度および会員管理システムのシステム変更に伴い、推進リーダー 

（地域ケア会議推進リーダー、介護予防推進リーダー）の取得要件が 2022年 4月より登録申請対象者 

へと変更となりました。 

（これまでの「新人教育プログラム修了者」⇒「登録理学療法取得」に要件変更） 

そこで、登録申請対象者の要件変更に伴い、2022 年度以降に推進リーダーの取得をご検討中の会員

の皆さまにおかれましては、資格取得および登録申請状況によって、2022 年度以降の推進リーダー

取得にかかる要件が異なります。 

 

今年度の推進リーダー導入研修についてのご案内 

地域包括ケアシステム推進部では今年度も、2022年度秋頃「地域包括ケアシステム推進リーダー導入研 

修」の開催を予定しております。 

「地域包括ケアシステム推進リーダー導入研修」は日本理学療法士協会認定の「地域ケア会議推進リー 

ダー」「介護予防推進リーダー」認定のための導入研修会であり、「地域ケア会議推進リーダー」は県内 

の地域ケア個別会議などへの参加における参加要件資格にも指定されており、地域包括ケアシステムを 

理解する上でも非常に有効な研修となります。  

 

推進リーダー取得手順のご案内 

推進リーダー取得には①「e-ラーニング受講」②「導入研修参加」③「県士会指定事業への参加」の 

３ステップが必要となります。 

① e-ラーニング受講：2022年 5月 9日～2023年 3月 26日開催 

           導入研修前に必ず e-ラーニングを修了して下さい 

② 導入研修参加：2022年秋、地域包括ケアシステム推進部主催の導入研修開催予定 

③ 県士会指定事業：6月 19日 2022年度（公社）新潟県理学療法士会定期総会 

7月 17日「理学療法士の日」各ブロック活動 

          12月 10・11日 第 2回新潟県リハビリテーション専門職学術大会 

＊現時点で確定している県士会指定事業です。追加の指定事業については随時 HP 等でご案内致します。 

＊地域包括ケアシステム推進リーダー制度について協会ホームページもあわせてご確認ください。 

 地域包括ケアシステムに関する推進リーダー制度｜職能事業｜公益社団法人 日本理学療法士協会 (japanpt.or.jp) 

https://www.japanpt.or.jp/privilege/profession/seminar/chiikihoukatsu/


地域包括ケアシステム推進リーダー取得要件の変更について 

（日本理学療法士協会からの説明文抜粋） 

1.制度変更について 

1-1 変更の経緯 

・2022 年度より、新生涯学習制度が開始となり、会員管理システムの仕様が変更   

 されるため、従来同様の運用が技術的にできなくなった。 

・昨今、理学療法士の介護予防事業への参画が推進されているところ、量的体制は 

 整備されてきたと捉えられる中で、理学療法士の質を問う声が散見される。 

・質的向上を担保することを図るために、今後は登録理学療法士の取得を要件とす 

 ることとした。 

 

1-2 変更内容 

・新人教育プログラム修了済を登録理学療法士取得済へと変更する。 

 

1-3 運用変更のスケジュール 

・会員管理システムの運用開始時期に合わせて 2022 年 4月開始とする。 

 

2.制度変更に伴う会員の対応の変更点 

2-1 会員が受ける制度変更による影響 

会員の資格取得別に制度変更に伴う影響は以下のとおりとなる。 

A ．2021 年度に推進リーダーを取得済の会員 

→継続して推進リーダーを取得とみなす。 

B ．2021 年度時点で推進リーダーを取得していないが登録理学療法士に移行予定の会員 

→2022 年度以降、いつでも推進リーダーの登録申請が可能となる。 

C ．2021 年度時点で登録理学療法士に移行予定ではないが推進リーダーを登録申請済・ 

または履修中の会員 

→2022 年度以降、引き続き推進リーダーの履修を継続できる。 

D． 2021 年度時点で登録理学療法士に移行予定ではなく推進リーダーの登録申請もして 

いない会員 

→2022 年度以降、推進リーダーの登録申請のために登録理学療法士の取得が必要と 

なる。 

 

 

 



2-2  2022 年度以降に推進リーダーを取得希望の場合に必要な対応 

A．  登録理学療法士未取得の場合は、登録理学療法士の取得が望ましい。 

B．  推進リーダーの申請を行う。 

C． 継続して推進リーダーの履修を進める。加えて、登録理学療法士未取得の場合は、  

  登録理学療法士の取得が望ましい。 

D．  登録理学療法士取得後に推進リーダーの申請を行う。 

 

2-3  D に該当する会員が 2022 年度から推進リーダーの取得を希望する場合に今年度 

求められる対応について 

以下 2つの要件を満たすことが必要である。 

(1) 新人教育プログラム修了 

(2) 推進リーダーの登録申請 

 

以上 

 

 

※ご不明な点は、（公社）新潟県理学療法士会事務局へメールにて以下内容でお問い合わせ下さい。 

 件名「推進リーダー取得について」①お名前 ②勤務先 ③返信メール先  

 mail:jimukyoku@nipta.jp 


